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別府市立学校業務改善計画 第２期 

 

 令 和 ４ 年 １ 月  

別府市教育委員会  

 

１．趣旨                                   

 

本市では、平成３０年３月に策定した「別府市立学校業務改善計画」に基づき教職員の長時

間勤務の是正に向けた業務改善を進め、達成目標「１か月の時間外在校等時間８０時間超過の

教職員１０％以下」「市教委主催の研修及び会議の縮減、平成２９年度現状値１０％以上」（資

料 1）を達成した。 

さらに、令和２年３月２７日に「別府市立学校等の教育職員の在校等時間の上限等に関する

方針」を策定し、１か月の時間外在校等時間４５時間以内、１年間の時間外在校等時間は３６

０時間以内を上限時間の原則として定めたところである。 

しかし、令和２年度実績では１か月の時間外在校等時間４５時間を超過している教職員の割

合は２３．２％（資料 2）であり、依然として長時間勤務の実態がある。とりわけ、医師によ

る面接指導の対象となる８０時間を超過している教職員が２．２％（資料 3）という状況につ

いては、早急に改善を図る必要がある。 

このような状況に鑑み、本市教育委員会は、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、教職員

の長時間勤務の是正に向けた業務改善の取組の指針として、本計画を策定する。 

なお、この第２期改善計画は、令和６年度の達成度を踏まえ見直しを行い、改めて別府市立

学校業務改善の検討を行う。 

 

（資料１）平成２９年度設定達成指標と令和２年度実績 

達成指標 
基準値 

（平成29年6月） 
令和２年度目標 令和２年度実績 

１か月の時間外在校等時間 
80時間超過の教職員の割合 

15.7％ 10.0％ 2.2％ 

市教委主催の研修及び会議 
の縮減（時間ベース） 

20,660分 -10.0％ -33.0％ 

 

（資料２）令和２年度 １か月の時間外在校等時間４５時間を超過している教職員数と割合 

幼稚園 小学校 中学校 総計 

2.75人（ 6.7％） 50.8人（16.1％） 75.8人（37.6％） 129.4人（23.2％） 

 

（資料３）令和２年度 １か月の時間外在校等時間８０時間を超過している教職員数と割合 

幼稚園 小学校 中学校 総計 

0.7人( 1.6％) 2.8人( 0.9％) 9.0人( 4.5％) 12.5人( 2.2％) 
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２．本計画の達成指標                             

 

「別府市立学校等の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針」に基づき、超過勤務時間の

削減に努める中で、 医師による面接指導の対象となる８０時間を超過している教職員については、

早急に改善を図る必要があるため、当面目標となる達成指標を以下のとおり設定する。 

 

達成指標 基準値（令和２年度） 令和６年度目標 
１か月の時間外在校等時間 
80時間超過の教職員の割合 

2.2％ 0.0％ 

 

 

「別府市立学校等の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針（一部抜粋）」 

 

■上限時間の原則 

①１か月の時間外在校等時間 ４５時間以内 

②１年間の時間外在校等時間 ３６０時間以内 

 

■特例的な扱い（児童生徒等に係る臨時的な特別な事情がある場合） 

①１か月の時間外在校等時間 １００時間未満 

②１年間の時間外在校等時間 ７２０時間以内 

③連続する複数月（２か月、３か月、４か月、５か月及び６か月）のそれぞれの期間に

ついて、１か月の時間外在校等時間の平均８０時間以内 

④１年のうち１か月時間外在校等時間が４５時間を超える月数６か月以内 

 

 

３．勤務実態改善の具体的取組                         

 

（１）勤怠管理システムによる適正な勤務時間管理 

①校長は、勤怠管理システムにより教職員一人一人の勤務時間を的確に把握し、働きすぎの

傾向がある教職員に対する速やかな指導や校務分掌の見直し等の教職員間の業務の平準化

等を行う。 

②教育委員会は、勤務時間の把握および分析を行い、必要な環境整備等の改善策を講じる。 

 

（２）各学校における業務改善計画の策定と実行 

  ①校長は、校内の業務改善を推進するため、前年度に明らかになった課題等を踏まえ、

より効果的で実効性のある業務改善計画を策定する。 

また、学校評価の４点セット欄に、業務改善計画の重点を位置付け、校務の効率化に

ついて評価・改善を図る。 

  ②教育委員会は、学校評価の４点セットに位置付けられた業務改善の進捗状況を確認すると

ともに、必要な予算措置等の改善策を講じる。 
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（３）全市一斉定時退勤日及び学校閉庁日の設定 

①第３水曜日を全市一斉定時退勤日に設定し、教職員一人一人が業務改善の意識をもって働

き方の見直しを進める契機とする。 

②原則として８月１３日から１５日を学校閉庁日として設定し、教職員の休暇取得を促進す

る。 

 

（４）教職員研修、会議の見直し 

引き続き教育委員会が実施する教職員研修や会議等の精選を行うとともに、内容に応じてＩ

ＣＴを活用したオンライン研修・会議の導入を検討する。 

 

（５）校務支援システム等による業務の効率化 

システムの活用推進に向けて、管理職対象の説明会や教職員対象の操作研修等を実施する。 

 

（６）勤務時間外の連絡対応の見直し 

教師が保護者や外部と連絡する際の手段やシステムを検討する。 

 

（７）部活動の在り方の見直し 

①令和元年５月に策定した「別府市立中学校に係る部活動の方針」に基づき、部活動休養日

を週当たり２日以上とし、活動時間を平日２時間、学校休業日３時間程度とするなど、部

活動指導に要する活動時間の縮小を図る。 

②部活動指導員の配置により部活動指導の負担軽減を図る。 

③休日の部活動の段階的な地域移行を検討する。 

 

（８）学校への人的支援（令和５年度 一部更新） 

①教職員業務支援員等の配置 

○スクール・サポート・スタッフ  ○登校支援員 

○特別支援教育支援員       ○部活動指導員・地域指導員 

 ②専門家の活用促進 

○スクールカウンセラー（ＳＣ）      ○スクールロイヤー（法的相談） 

○スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）  ○スクールサポーター（ＳＳ） 

○心理相談員               ○教育支援室教育相談員 

○日本語指導員              ○母語支援員                               

③学校における地域学校協働活動の推進に係る人員配置 

  ○統括コーディネーター 

 

（９）学校徴収金（給食費）の公会計化の検討 

令和７年度以降の導入に向けて、徴収業務に係る教職員の負担軽減と、給食費納入に係る保

護者の利便性を両立させるための給食費システムを検討するとともに、適切な債権の管理方

法について調査研究を進める。 
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（10）学校施設（体育館、運動場等）の貸出に係る業務の見直し 

①社会体育団体等への学校施設の貸出に係る事務について、申請書等の様式を見直すなど、

事務の効率化を検討する。 

②学校施設の使用許可に係る事務を学校以外の主体が担うことができないか、他市の事例を

調査・研究の上、検討する。 

 

（11）教職員のメンタルヘルス対策の推進 

①管理職が教職員のメンタルヘルス対策を行う上で、校内の労働安全衛生委員会や運営委員

会等で教職員に対する相談体制を整える。 

②管理職対応が難しい場合は、大分県教育庁別府教育事務所に配置されている「心のコンシ

ェルジュ」を活用する。 


